
ＬＰガス料金は、料金表に基づいて計算し、毎月所定の方法にて御支払頂きます。

＝ ＋

基本料金 ：ガスメーター・容器等の供給設備費、維持管理費用、保安点検調査、検針・集金等の管理費用でガスのご使用に関係なく

 毎月定額でお支払頂く料金です。

従量料金 ：ＬＰガスの原材料費、販売経費等の費用でご使用量に応じてお支払頂く料金です。

設備料金 ：消費設備であるガス配管・ガス栓類及びガス消費に関連する器具等の設置に関してお支払い頂くご利用料金です。

（税込） （税込）

※単位料金は、社会情勢など輸入相場により変動します。

※消費機器等を弊社負担にて貸与している物件は、上記基本料金の他に設備料金が加算される場合もあります。

料金は供給形態・ガス機器設置状況により異なります。暖房機器等をご使用のお客様には、

お得なメニュー料金もございます。詳細は、お問い合わせください。
2025年4月1日改定

  　　  （戸建て）家庭用LPガス料金 　        （アパート）家庭用LPガス料金

単位料金

　0.0～8.0㎥まで 638円

単位料金

　0.0～8.0㎥まで

　20.1㎥以上 528円

671円

　8.1～20.0㎥まで 583円 　8.1㎥以上 638円

Ｌ Ｐ ガ ス 標 準 料 金 表 株式会社　　川　　　久

基本料金 1,870円 基本料金 2,090円

＋ＬＰガス料金 基本料金
従量料金

（ＬＰガス使用量×単位料金）
設備料金
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ＬＰガスの商慣行見直しに向けた取り組み宣言 
 

 

 

  株式会社川久は、創業以来「誠実」を企業理念に掲げ、皆さまの豊かな暮らしを支え

ることをモットーに歩んでまいりました。この度「液化石油ガスの保安の確保及び取引

の適正化に関する法律施工規則」（省令）の一部が改正されることを受け、以下の項目

に取り組んでまいります。 

 

 

１ 過大な営業行為の制限について 

   ・正常な商慣習を超えた利益供与の禁止 

   ・ＬＰガス事業者の切替えを制限するような条件付き契約締結等の禁止 

  

 ２ 三部料金制の徹底について 

   ・基本料金、従量料金、設備料金からなる三部料金制の明示への移行 

   ・ＬＰガス消費と関係のない設備費用のＬＰガス料金への計上禁止 

   ・賃貸向けＬＰガス料金においては、ガス機器等の消費設備費用についても計上禁止 

 

 ３ ＬＰガス料金等の情報提供について 

   ・入居希望者へのＬＰガス料金の事前提示の努力 

    （入居希望者に直接またはオーナー、不動産管理会社等を通じて提示） 

   ・入居希望者から直接情報提供の要請があった場合のＬＰガス料金等の情報提供 

     

 

 

 私たち株式会社川久は、液化石油ガス法および関係法令を遵守し、適正な取引を行うと

ともにお客様の安全を最優先に活動し地域社会に貢献して参ります。 

 

以上 

 

２０２４年６月 

株式会社川久 


